
　

『電子契約にしたいけど社内調整はどうすれば良い？』にお答え致します。

ひびき灘開発㈱

①

②

③

排出事業者様



手順１ 埋立処分依頼書の提出時に左記【電子契約承認者

（確認者）登録届】に内容を記入し、提出。

※記入の際に、事前に契約承認者（最終権者）に社内決裁。

　承認者のメールアドレスを登録届へ記入。尚、担当者が契約

　事務の権限を付与されているのであれば、担当者のアドレス

　のみでも構いません。

手順２ 上図（流れ）①のように、弊社から電子契約の承認

依頼が手順１で記入した承認者や担当者のアドレス

へメールが届きます。

手順３ メールには契約書内容がPDFにて添付しているので

契約内容の社内決裁を行う場合は、印刷するなど、

各社の社内決裁方法に合わせて、決裁をして下さい。

手順４ 社内決裁が終了したら、上図（流れ）②のように、

承認ボタンを押していただきます。

手順５ 上図（流れ）③のように、ひびき灘開発と排出事業

社様と電子押印（スタンプ）が入った契約書がPDF

で届くので、各自保管を致します。

※尚、契約書の原本となりますので必ず電子保管して下さい。

　また、紙で打ち出して保管（原本として保管≠確認用）する

　場合は、収入印紙（御社側）が必要となりますので、お気を

　つけ下さい。

承認者（担当者でも構いません）


